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 類23検体について検査を行った．結果を表1および2に

示した．すべての検体で不検出であった．  
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２．輸入香辛料，ナッツ類，穀類のカビ毒（アフラトキシ

ン，デオキシニバレノールおよびパツリン）検査結果   

 県域流通の輸入香辛料およびナッツ類31検体について

アフラトキシン，国産小麦3検体についてデオキシニバ

レノール，輸入りんご果汁6検体についてパツリンの収

去検査を行った．結果を表3に示した．アフラトキシ

ン，デオキシニバレノールはいずれも不検出であった．

濃縮りんご果汁2検体から（いずれも中国製）パツリン

が0.019, 0.038ppm検出された．検出値はいずれも規格

基準（0.050ppm）以内であった．パツリンの暫定耐用

一日摂取量（PTDI）は0.4μg/体重kg/日であり，体重

50kgのヒトが0.038μg/gのパツリンが検出されたりん

ごを食品群別摂取量（果実類）の119.2g
1)
摂取した場

合，パツリンの摂取量はPTDIの22.6％であり，濃縮果

汁はさらに希釈して飲用されるので，安全性には問題な

いと考えられた． 

  我々は，食品の安全性を確保する目的で，残留農薬，

残留動物用医薬品等について残留実態調査を，水銀,有機

スズ化合物等に代表される環境汚染物質について汚染実

態調査を継続して行っている．本報では平成18年度の結

果を報告する． 

３．トータルダイエットスタディによる有機塩素系一日

摂取量調査結果 

 有機塩素系農薬（総BHC, 総DDT, エンドリン, ディ

ルドリン, アルドリン, エンドスルファンおよびヘプタク

ロル）について，食生活を通じて一日に摂取する量を推

計する目的で，残留調査を行った．試料は神奈川県内の

食品をマーケットバスケット方式で購入し調製した．結

果を表4-1および4-2に示した． 

 

１．食肉，魚介類中の動物用医薬品・抗生物質残留検査

結果 

 動物用医薬品・抗生物質の収去検査を平成8年度より

継続して行っている．平成18年度は食肉17検体，魚介 

表 1 食肉中の動物用医薬品・抗生物質残留検査結果 
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表 2 魚介類中の動物用医薬品・抗生物質残留検査結果 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

表 3 輸入香辛料，ナッツ類，穀類のカビ毒検査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 トータルダイエットスタディによる有機塩素系農薬一日摂取量調査結果 

－82－ 
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表 4-2 検出された有機塩素系農薬の ADI に対する摂取割合について 

 検出値の濃度範囲（0.5～4.3ppb）は，定量下限に近

い低濃度であり，体重50kgのヒトのADI（一日許容摂取

量）に対する摂取割合は0.004～2.7％であることから，

食品衛生上問題ないと考えられた． 

 

４．海産魚介類の有機スズ化合物の汚染実態調査結果 

 有機スズ化合物は過去に漁網や船底塗料中に使用さ

れ，昭和60年代頃から魚介類の汚染が食品衛生上問題と

されてきた物質である．我々は，昭和60年度より，ビス

トリブチルスズオキシド（TBTO）およびトリフェニル

スズ（TPT），平成6年度以降は，さらに代謝産物である

ジブチルスズ（DBT）を調査項目に加え，アジ，イワ

シ，カマス，サバ，タチウオ等を中心として入手可能な

魚種について継続して調査を行っている．平成18年度は

15検体についてTBTO，TPT，DBTの調査を行った．

結果を表5に示した．15検体中2検体からTBTO（0.013,  

0.014ppm）が，3検体からDBT（0.024～0.035ppm）

が検出された．TPTはすべての検体から検出されなかっ

た．検出値はいずれも定量限界に近い濃度範囲であっ

た． 

 

５．魚介類加工品の総水銀調査結果 

 厚生労働省は平成15年6月に「水銀を含有する魚介類

等の摂食に関する注意事項」を発表し，妊婦を対象に水

銀濃度が高い傾向にあるとされるサメ，カジキ，キンメ

ダイおよびクジラ類
2)
について摂食注意を呼びかけてい

る．魚介類摂取量の約36％は加工品によるものである

が，加工品についての分析報告は少ないことから，平成

16年度から総水銀調査を実施している．結果を表6に示

した． 

 加工食品には水銀の基準は設定されていない．生鮮魚

介類において暫定的規制値（総水銀として0.4ppm）が

定められているが，今回の結果で0.4ppmを超えたもの

はなかった．比較的濃度が高かったのは大型回遊魚のカ

ツオ，マグロ，海底または深海に棲息するカニ，キンメ

ダイ，カサゴ，カレイ，メロ，アンコウを原材料とする

加工品であり，水銀濃度が高いとされる魚介類
2)
であっ

た．加工食品の水銀濃度についても原料の種類による影

響が大きいと考えられた．いずれも昨年度の調査結果
3)

と同様の傾向を示した． 

表 5 海産魚介類の有機スズ化合物の汚染実態調査結果

 

６．イカ及びその加工品の重金属汚染実態調査結果 

 近年，海産物由来の重金属汚染について注目されてい

ることから，県域に流通する生イカ（胴体および内臓）

と加工品（塩辛および乾燥品）のカドミウムおよび鉛の

汚染実態調査を実施した．結果を表7に示した． 

一部の生イカの肝臓でカドミウムの濃度が高かったも

－83－ 
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－84－ 

表 6 魚介類加工品の総水銀調査結果 

 

表 7 イカ及びその加工品の重金属（カドミウム（Cd），鉛（Pb)）汚染実態調査結果 

のも見られたが，検出濃度は水産庁が平成15年に公表し

た調査結果
4)
より低い濃度範囲であり，通常の食生活の中

では食品衛生上問題のない濃度範囲であると考えられた． 
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